
 

 京都府後期高齢者医療広域連合議員報酬、特別職の報酬、費用弁償等に

関する条例 

平成１９年２月８日 

条例第１４号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第２９２条の規定において準用する法第２０３条の規定に基づく議員報

酬及び費用弁償、法第２９２条の規定において準用する法第２０３条の２の

規定に基づく報酬及び費用弁償並びに法第２９２条の規定において準用する

法第２０７条の規定に基づく実費弁償について、必要な事項を定めるものと

する。 

（議員報酬及び報酬の支給） 

第２条 京都府後期高齢者医療広域連合議会の議員（以下「議員」という。）が

その職務に従事したときは、議員報酬を支給する。 

２ 次に掲げる者（以下「特別職の職員等」という。）がその職務に従事したと

きは、報酬を支給する。 

⑴ 広域連合長及び副広域連合長（常勤の職員を除く。） 

⑵ 選挙管理委員会及び公平委員会の委員並びに監査委員 

⑶ 審査会、審議会、調査会等法第１３８条の４第３項の規定により設置さ

れた附属機関の委員その他の構成員（以下「附属機関の委員等」という。） 

⑷ 前３号に掲げる者以外の非常勤の職員（地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員及び

同法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。

以下「非常勤職員」という。） 

（議員報酬及び報酬の額） 

第３条 議員報酬の額は、別表第１に定めるところによる。 

２ 特別職の職員等に支給する報酬の額は、別表第２に定めるところによる。 

（費用の弁償） 

第４条 議員が公務のため旅行したときは、京都府旅費条例（昭和２５年京都

府条例第４３号。以下「旅費条例」という。）第２条第２項に規定する指定職



 

の職務にある者とみなして、旅費条例の例により旅費を支給する。 

２ 特別職の職員等が公務のため旅行したときは、第２条第２項第１号及び第

２号に掲げる者にあっては旅費条例第２条第２項に規定する指定職の職務に

ある者と、同項第３号に掲げる者にあっては旅費条例中７級以上の職務にあ

る者と、同項第４号に掲げる者にあっては旅費条例中６級以下の職務にある

者とみなして、旅費条例の例により旅費を支給する。 

（実費の弁償） 

第５条 次に掲げる者は、実費弁償として旅費条例中６級以下の職務にある者

とみなして、旅費条例の例により旅費を支給する。 

⑴ 法第１００条第１項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、法第

１１５条の２第２項の規定により出頭した参考人、法第１９９条第８項の

規定により出頭した関係人並びに法第１１５条の２第１項の規定による公

聴会に参加した者 

⑵ 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２１２条第１項の規定によ

り出頭した選挙人その他の関係人 

（議員報酬、報酬、費用弁償及び実費弁償の支給方法） 

第６条 議員報酬及び報酬は、年額報酬にあっては年度末までに、日額報酬に

あっては現に職務に従事した日に対してその都度、支給する。 

２ 議員報酬又は年額報酬を受ける者が年度の途中で就任し、又は退任したと

きは、就任した日の属する月から又は退任した日の属する月までの月割りで

算定した額を支給する。ただし、月の途中で退任した者がその月において再

び就任した場合にあっては、議員報酬又は報酬の支給については、引き続き

在職していたものとみなす。 

３ 第２条の規定による議員報酬又は報酬を受ける者が任期満了後在任し、又

はその職務を行う場合にあっては、引き続き議員報酬又は報酬を支給する。 

４ 費用弁償及び実費弁償の支給方法は、旅費条例の例によるものとする。 

   附 則 

 この条例は公布の日から施行する。 

   附 則（平成２０年１０月２８日条例第６号） 

 この条例は、公布の日から施行し、平成２０年９月１日以後の期間に係る議



 

員報酬及び報酬について適用する。 

   附 則（平成２５年２月８日条例第１号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年２月７日条例第３号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 議員報酬 

議長 年額３０，０００円 

副議長 年額２５，０００円 

議員（議長及び副議長を除

く。） 
年額２０，０００円 

 

別表第２（第３条関係） 

 

 

区  分 報  酬 

広域連合長 年額５０，０００円 

副広域連合長 年額３０，０００円 

選挙管理委員会委員 日額６，０００円 

公平委員会委員 日額６，０００円 

議員のうちから選任された

監査委員 
年額１０，０００円 

識見を有する者のうちから

選任された監査委員 
年額４０，０００円 

附属機関の委員等 日額６，０００円 

上記以外の非常勤職員 
予算の範囲内において広域連合長

が定める額 


